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札幌市監査委員 藤 江 正 祥   

同       窪 田 もとむ   

同               宮   村   素   子  

同           涌   井   国   夫  

 

定期監査等の結果に関する報告の提出について  

                                     

 地方自治法第 199 条第１項、第２項、第４項及び第７項に基づき、下記の部

等を対象として監査を行ったので、同条第９項の規定により、その監査の結果

に関する報告を別紙のとおり提出します。 

  

 

記 

 

 

監査の対象（機構改革前） 

１ 定期監査 (事務監査)             ３ 出資団体等監査 

総務局           情報化推進部       一般財団法人 札幌市環境事業公社 

オンブズマン事務局    株式会社   札幌副都心開発公社 

 市民まちづくり局 総合交通計画部       一般財団法人 札幌市交通事業振興公社 

  環境局      環境事業部       公益財団法人 札幌市生涯学習振興財団 

 観光文化局    スポーツ部       一般財団法人 札幌市体育協会 

  中央区      市民部、保健福祉部   社会福祉法人 札幌厚生会 

北区       市民部、保健福祉部   社会福祉法人 北海道社会福祉事業団 

人事委員会事務局              社会福祉法人 札親会 

 

２ 定期監査  (工事監査) 

環境局         みどりの推進部 

交通局            高速電車部 

 

 






















